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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第19期

第３四半期連結
累計期間

第19期
第３四半期連結
会計期間

第18期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 3,266,7741,082,7005,412,050

経常利益 (千円) 58,842 34,778 147,698

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △26,370 2,115 54,205

純資産額 (千円) ― 830,955 850,428

総資産額 (千円) ― 2,177,8052,388,790

１株当たり純資産額 (円) ― 8,514.848,890.41

１株当たり四半期(当
期)純利益又は１株当た
り四半期純損失(△)

(円) △291.62 23.40 599.45

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 35.4 33.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 109,740 ― 252,589

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △11,155 ― 109,201

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △17,974 ― △610,285

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 548,057 467,447

従業員数 (名) ― 335 342

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第19期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在します

が１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。第19期第３四半期連結会計期間及び第18期の潜

在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記

載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 335

(注) 従業員数は、就業人員数であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 287

(注) 従業員数は、就業人員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。
　

区分 生産高(千円)

システム受託開発事業 1,127,177

合計 1,127,177

(注) １　金額は、販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　従来、「システムアウトソーシング事業」及び「ソリューション事業」の２事業部門に区分しておりました

が、ビジネス環境の変化により、サービス内容の明確な区分が困難となったため、第１四半期連結会計期間よ

り、事業部門別に区分せず、「システム受託開発事業」として表示しております。

　

(2) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績は、次のとおりであります。

　

区分 受注高(千円) 受注残高(千円)

システム受託開発事業 658,550 978,099

合計 658,550 978,099

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　従来、「システムアウトソーシング事業」及び「ソリューション事業」の２事業部門に区分しておりました

が、ビジネス環境の変化により、サービス内容の明確な区分が困難となったため、第１四半期連結会計期間よ

り、事業部門別に区分せず、「システム受託開発事業」として表示しております。

　

(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績は、次のとおりであります。
　

区分 販売高(千円)

システム受託開発事業 1,082,700

合計 1,082,700

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10以

　　上の相手先が無いため、記載しておりません。

３　従来、「システムアウトソーシング事業」及び「ソリューション事業」の２事業部門に区分しておりました

が、ビジネス環境の変化により、サービス内容の明確な区分が困難となったため、第１四半期連結会計期間よ

り、事業部門別に区分せず、「システム受託開発事業」として表示しております。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済のバブル崩

壊による株価下落、円高の影響を受け、実体経済の悪化が顕在化してまいりました。

　当社グループの属する情報サービス業界においても、この影響を受けつつあり、今後は企業の投資抑制

等により非常に厳しい局面が訪れることが予想されます。 

　このような状況下、当社グループはシステム開発の生産性向上及び諸経費の削減を徹底して進めるとと

もに、今後需要が見込まれる自社パッケージソフトの改良にも積極的に取組んでまいりました。 

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は1,082百万円と前年同期に比べ減少したも

のの、営業利益は41百万円、経常利益は34百万円を確保しました。なお、固定資産除却損や税金費用の増加

等により、四半期純利益は２百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期末の総資産は2,177百万円となり、前連結会計年度末に比べて210百万円減少しました。こ

れは、受取手形及び売掛金(純額)が269百万円減少したこと等が主な要因であります。 

　負債合計は1,346百万円となり、前連結会計年度末に比べて191百万円減少しました。これは、私募債の発

行により社債が192百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が79百万円減少したこと、借入金の返済に

より短期借入金が31百万円、１年内返済予定の長期借入金が107百万円、長期借入金が55百万円それぞれ

減少したこと、冬季賞与の支払により賞与引当金が50百万円減少したこと等が主な要因であります。 

　純資産合計は830百万円となり、前連結会計年度末に比べて19百万円減少しました。これは、当第３四半

期連結累計期間に26百万円の四半期純損失を計上したことが主な要因であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ80百万円増加し、548百万円となりました。

　なお、以下の営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの各金額は、当第３四半期連結会

計期間に係る金額であります。
　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は20百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上

によるものです。
　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は3百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が

あったことによります。
　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は143百万円となりました。これは主に社債の発行による収入があったこ

とによります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 304,800

計 304,800

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 96,070 96,070

大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・
マーケット・ヘラク
レス市場

単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はない。

計 96,070 96,070 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権

平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権

　

株主総会の特別決議日(平成15年６月27日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 63個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
　普通株式
　単元株制度を採用していないため、単元株式数はな
い。

新株予約権の目的となる株式の数 1,008株 (注) 1,2,3

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり
52,748円
(注) 1,2,4

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日～平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 52,748円

資本組入額 52,748円

(注) 1,2

新株予約権の行使の条件

　平成15年６月27日開催の定時株主総会決議及び平成
16年６月４日開催の取締役会決議に基づき、当社と対
象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権付
与契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　平成16年３月19日付の株式分割 (１：４) に伴い、株式数、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記

表の記載内容は当該修正を反映済みであります。

２　平成17年11月18日付の株式分割 (１：４) に伴い、株式数、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記

表の記載内容は当該修正を反映済みであります。

３　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、16株であります。

４　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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株主総会の特別決議日(平成16年６月29日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 482個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
　普通株式
　単元株制度を採用していないため、単元株式数はな
い。

新株予約権の目的となる株式の数 1,928株 (注) 1,2

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり
48,471円
(注) 1,3

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 48,471円

資本組入額 48,471円

（注）1

新株予約権の行使の条件

　平成16年６月29日開催の定時株主総会決議及び平成
16年９月17日開催の取締役会決議に基づき、当社と対
象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権付
与契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　平成17年11月18日付の株式分割 (１：４) に伴い、株式数、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記

表の記載内容は当該修正を反映済みであります。

２　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、４株であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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株主総会の特別決議日(平成17年６月29日)

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数 730個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
　普通株式
　単元株制度を採用していないため、単元株式数は無
い。

新株予約権の目的となる株式の数 2,920株 (注) 1,2

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり
59,500円
(注) 1,3

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～
平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格 59,500円

資本組入額 29,750円

（注）1

新株予約権の行使の条件

　平成17年６月29日開催の定時株主総会決議及び同日
開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び
従業員との間で締結する「新株予約権付与契約書」に
定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 　譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注) １　平成17年11月18日付の株式分割 (１：４) に伴い、株式数、発行価格、資本組入額等が修正されましたが、上記

表の記載内容は当該修正を反映済みであります。

２　新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、４株であります。

３　新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 ― 96,070 ― 958,039 ― ―

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 5,644

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 90,426 90,426 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 96,070 ― ―

総株主の議決権 ― 90,426 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が44株(議決権44個)含まれており

ます。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
ネクストウェア株式会社

大阪市中央区北久宝寺町
４－３－11

5,644 ― 5,644 5.87

計 ― 5,644 ― 5,644 5.87
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 12,83014,50013,10013,10011,20011,59010,4108,900 8,900

最低(円) 11,13011,88011,71010,1008,5009,300 6,210 7,500 7,520

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所(ニッポン・ニュー・マーケット・ヘラクレス市場)におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結

累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等を一部改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第

５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)の四半期連結財務諸表について、監査法人だいちにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 558,057 477,447

受取手形及び売掛金（純額） ※1
 521,251

※1
 791,013

商品及び製品 35,312 35,450

仕掛品 84,717 44,444

原材料及び貯蔵品 8,283 9,031

その他 153,453 154,617

流動資産合計 1,361,075 1,512,003

固定資産

有形固定資産 ※2
 35,722

※2
 37,709

無形固定資産

のれん 43,208 47,678

その他 96,094 111,616

無形固定資産合計 139,302 159,295

投資その他の資産 ※1
 635,444

※1
 679,781

固定資産合計 810,469 876,786

繰延資産 6,260 －

資産合計 2,177,805 2,388,790

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 278,878 358,866

短期借入金 205,000 236,903

1年内返済予定の長期借入金 86,040 193,811

未払法人税等 23,773 59,334

引当金

賞与引当金 52,212 102,802

その他の引当金 － 8,500

引当金計 52,212 111,302

その他 319,363 331,189

流動負債合計 965,267 1,291,406

固定負債

社債 192,000 －

長期借入金 60,320 115,680

引当金 11,654 11,007

その他 117,608 120,267

固定負債合計 381,582 246,954

負債合計 1,346,849 1,538,361
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 958,039 958,039

資本剰余金 － 1,062,774

利益剰余金 10,943 △1,025,461

自己株式 △191,276 △191,276

株主資本合計 777,706 804,077

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,744 △153

評価・換算差額等合計 △7,744 △153

少数株主持分 60,992 46,504

純資産合計 830,955 850,428

負債純資産合計 2,177,805 2,388,790
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 3,266,774

売上原価 2,495,600

売上総利益 771,173

販売費及び一般管理費 ※
 701,855

営業利益 69,318

営業外収益

受取利息 942

受取配当金 665

受取手数料 709

その他 1,056

営業外収益合計 3,373

営業外費用

支払利息 8,509

訴訟関連費用 3,000

その他 2,339

営業外費用合計 13,849

経常利益 58,842

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,362

特別利益合計 1,362

特別損失

投資有価証券評価損 15,453

事務所移転費用 5,245

固定資産除却損 1,746

特別損失合計 22,444

税金等調整前四半期純利益 37,760

法人税、住民税及び事業税 40,711

法人税等還付税額 △265

法人税等調整額 9,195

法人税等合計 49,642

少数株主利益 14,487

四半期純損失（△） △26,370
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 1,082,700

売上原価 815,563

売上総利益 267,136

販売費及び一般管理費 ※
 225,513

営業利益 41,623

営業外収益

受取利息 246

受取配当金 332

中途解約収入 412

その他 237

営業外収益合計 1,229

営業外費用

支払利息 3,154

訴訟関連費用 3,000

その他 1,919

営業外費用合計 8,074

経常利益 34,778

特別利益

貸倒引当金戻入額 331

特別利益合計 331

特別損失

固定資産除却損 1,746

特別損失合計 1,746

税金等調整前四半期純利益 33,363

法人税、住民税及び事業税 18,373

法人税等調整額 4,983

法人税等合計 23,357

少数株主利益 7,890

四半期純利益 2,115

EDINET提出書類

ネクストウェア株式会社(E05151)

四半期報告書

17/29



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 37,760

減価償却費 45,960

のれん償却額 4,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,362

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,589

退職給付引当金の増減額（△は減少） 646

受取利息及び受取配当金 △1,607

支払利息 8,509

投資有価証券評価損益（△は益） 15,453

売上債権の増減額（△は増加） 270,423

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,153

仕入債務の増減額（△は減少） △79,987

その他の流動資産の増減額（△は増加） 504

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,525

その他 △9,325

小計 189,228

利息及び配当金の受取額 1,375

利息の支払額 △8,491

法人税等の支払額 △72,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,247

無形固定資産の取得による支出 △17,536

その他 13,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △31,903

長期借入金の返済による支出 △163,131

社債の発行による収入 233,739

社債の償還による支出 △50,000

少数株主への配当金の支払額 △6,680

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 80,610

現金及び現金同等物の期首残高 467,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 548,057
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準

については、主として個別法による原価法から主とし

て個別法による原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３

四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益が5,475千円それぞ

れ減少しております。 

（2）リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30

日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６

年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基

準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から

早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理か

ら通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変

更しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 

　この変更に伴う当第３四半期連結累計期間の四半期

連結財務諸表に与える影響はありません。 
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【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連

結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使

用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出方法に

関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法

によっております。 

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明

らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。

　また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の

棚卸資産で前連結会計年度末において帳簿価額を処分

見込額まで切り下げているものについては、前連結会

計年度以降に著しい変化がないと認められる限り、前

連結会計年度末における貸借対照表価額で計上してお

ります。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年

度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。

４　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算

定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連

結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結

会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 ※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

流動資産

　受取手形及び売掛金（純額） 15,342千円

投資その他の資産 138,260千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　 　105,299千円

　３　偶発債務

　　（係争事件）

当社は平成18年7月26日大阪地方裁判所に、当社元

社員による不正事件に関連する商品の仕入先である

ノックス株式会社に対して、不正事件に関連する仕

入取引の無効を主張し、不当利得返還請求権にもと

づく136,056千円の返還請求と531,074千円の債務が

存在しないことを確認する訴訟を提起いたしまし

た。

　これに対し、同社から上記の訴訟手続内において、

上記仕入取引が有効であることを前提として、未払

いとなっている対価および解除された取引について

は損害賠償を請求する訴訟（反訴）が提起されまし

た。これまで、同社の請求額は、元金に相当する部分

と遅延利息金のうち金額が確定しているものとの合

計で505,974千円でしたが、その後の弁論準備手続き

において反訴請求額は308,075千円に変更されてお

ります。

　現在両事件が裁判所において審理されております

が、当社としては、本件仕入取引は無効であってノッ

クス株式会社の請求に応じる必要はないものと考え

ており、当社の主張が認められるものと考えており

ます。

流動資産

　受取手形及び売掛金（純額） 16,005千円

投資その他の資産 138,960千円

※２　有形固定資産の減価償却累計額　  　96,673千円

　３　偶発債務

　　（係争事件）

当社は平成18年７月26日大阪地方裁判所に、当社

元社員による不正事件に関連する商品の仕入先であ

るノックス株式会社に対して、不正事件に関連する

仕入取引の無効を主張し、不当利得返還請求権にも

とづく136,056千円の返還請求と531,074千円の債務

が存在しないことを確認する訴訟を提起いたしまし

た。 

　これに対し、当社は同社より平成18年７月26日およ

び８月２日に、上記仕入取引のうち471,213千円につ

いて売買契約を解除する旨、および、これに伴う損害

については別途計算の上請求するとの通知を受けて

おりましたが、その後、同社から上記の訴訟手続内に

おいて、上記仕入取引が有効であることを前提とし

て、未払いとなっている対価および解除された取引

については損害賠償を請求する訴訟(反訴)が提起さ

れ、平成18年11月15日に反訴状を受領しました。同社

の請求額は、元金に相当する部分と遅延利息金のう

ち金額が確定しているものとの合計で505,974千円

となります。 

　現在両事件が裁判所において審理されております

が、当社としては、本件仕入取引は無効であってノッ

クス株式会社の請求に応じる必要はないものと考え

ており、今後然るべき主張立証を行い適切に対応す

る所存であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当 224,024千円

賞与引当金繰入額 31,089千円

退職給付費用 11,113千円

　

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　販売費及び一般管理費の主なもの

給料及び手当 69,711千円

賞与引当金繰入額 9,385千円

退職給付費用 3,645千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 558,057千円

預入期間が３か月を超える定期預

金
△10,000千円

現金及び現金同等物 548,057千円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 96,070

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 5,644

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　該当事項はありません。
　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

金利関係のデリバティブ取引を利用しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しておりますので、記

載を省略しております。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるシステム受託開発事業の割合が、いずれも

90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

8,514円84銭 8,890円41銭

　

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失 291円62銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 円

(注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりませ

ん。

２．１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△) △26,370千円

普通株式に係る四半期純損失(△) △26,370千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― 千円

普通株式の期中平均株式数 90,426株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 23円40銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 円

(注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 2,115千円

普通株式に係る四半期純利益 2,115千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 ― 千円

普通株式の期中平均株式数 90,426株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

当社元社員により証憑等が偽造され、過年度において実在しない売上金額等が計上されたという不正

行為に関し、当社は、平成18年７月26日、大阪地方裁判所に対し、本件に関連する商品の仕入先であるノッ

クス株式会社を相手方として、不正事件に関連する仕入取引の無効を主張し、支払済のものについては不

当利得返還請求権に基づきその返還を、未払いのものについては債務が存在しないことの確認をそれぞ

れ求める訴訟を提起いたしました。

　これに対し、平成18年10月24日、同社から、本件の訴訟手続き内において、上記仕入取引が有効であるこ

とを前提として、未払いとなっている対価及び解除された取引については損害賠償を請求する訴訟（反

訴）が提起されました。

 これまで、同社の請求額は、元金に相当する部分と遅延利息金のうち金額が確定しているものとの合計

で505,974千円でしたが、その後の弁論準備手続きにおいて反訴請求額は308,075千円に変更されており

ます。

　現在両事件が裁判所において審理されておりますが、当社としては、本件仕入取引は無効であってノッ

クス株式会社の請求に応じる必要はないものと考えており、当社の主張が認められるものと考えており

ます。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

ネクストウェア株式会社

取締役会　御中

　

監査法人だいち

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　岡　　　　　庄　　吾　　印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　星　　野　　　　　誠　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネク

ストウェア株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び

四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネクストウェア株式会社及び連結子会社の平

成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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